
１．継続組織の前提に関する注記

該当する事項はない。

２．重要な会計方針

（１）公益法人会計基準の適用

　　「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を

採用している。

（2）固定資産の減価償却方法

　　有形固定資産　・・・　定率法を採用している。

　　ソフトウェア　　　・・・　定額法を採用している。

（3）引当金の計上基準

　　退職給付引当金

　　　職員に対する退職金の支給に備えるため、職員退職金支給規定に基づく期末要支給額に

　　　相当する金額を計上している。

（4）リース取引の処理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、

　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（5）消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

３．特定資産の増減額及びその残高 （単位：円）

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

　消費生活関連事業基金

　NACS基金

合　　　計

４．特定資産の財源等の内訳 （単位：円）

科　　　目

特定資産

0 0

　NACS基金

合　　　計

0

71,852,559

5,469,373 5,469,373

71,852,559

　消費生活関連事業基金 66,383,186 66,383,186

0

00

0

(うち負債に
対応する額)

(うち一般正味財産
からの充当額)

(うち指定正味財産
からの充当額)

当期末残高

財務諸表に対する注記

66,383,186

54 0 5,469,373

5,478,552 0 71,852,55966,374,007

5,469,319

60,904,688 5,478,498



５．担保に供している資産

該当する事項はない。

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

７．保証債務等の偶発債務

該当する事項はない。

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 （単位：円）

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

公益事業振興補助金 －

合　　　計

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当する事項はない。

１０．関連当事者との取引

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

科　　　目

什器備品

0

0

0 3,900,000

2,144,044 0

貸借対照表上
の記載区分

1,911,9574,270,689

06,044,044

2,144,044

6,044,044

6,182,646

3,900,000
ICTﾘﾃﾗｼｰ啓発

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ助成金
ｸﾞｰｸﾞﾙ合同会社 0

(公財)ＪＫＡ

328,382

1,179,437

891,756

3,538,310 2,358,873

563,374

1,752,580 1,348,442 404,138

合　　　計

　建物附属設備

ソフトウェア


